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速 報

改正の概要

平成２５年度 税制改正解説
個人所得課税～住宅に係る税額控除の適用期限の延長と拡充

（一般の住宅ローン控除を除く）

・自己資金で認定住宅を取得した場合や住宅リフォームを行った場合等について、平成２６年４月からの消費税率引上げに
よる税負担の増加による影響を平準化し、及び緩和するため、以下のとおり拡充されます。

１．認定長期優良住宅の新築等をした場合の所得税額の特別控除

２．既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除

居住者が既存住宅に係る特定の改修工事をした場合に一定の控除額を居住年の所得税額から控除する制度です。

① 省エネ改修工事
居住年 控除限度額

改正前 平成24年12月まで 20万円

改正案
平成25年1月～平成26年3月まで 20万円

平成26年4月～平成29年12月まで 25万円

② バリアフリー改修工事
居住年 控除限度額

改正前 平成24年12月まで 15万円

改正案
平成25年1月～平成26年3月まで 15万円

平成26年4月～平成29年12月まで 20万円

居住者が認定長期優良住宅の新築等をした場合に一定の控除額を居住年の所得税額から控除する制度です。

居住年 控除限度額

改正前 平成25年12月まで 50万円

改正案
平成26年1月～3月まで 50万円

平成26年4月～平成29年12月まで 65万円
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３．既存住宅の耐震改修をした場合の所得税額の特別控除

４．特定の増改築等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除

５．東日本大震災の被害者等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除制度の特例

速 報

居住者が既存住宅の耐震改修をした場合に一定の控除額を住宅耐震改修が完了した年の所得税額から控除する制度です。
住宅耐震改修が完了した年 控除限度額

改正前 平成25年12月まで 20万円

改正案
平成26年1月～平成26年3月まで 20万円

平成26年4月～平成29年12月まで 25万円

居住者が借入金を利用して特定の増改築等をした場合に一定の控除額を居住年以後5年間の所得税額から控除する制度です。
居住年 各年の控除限度額 最大控除額

改正前 平成25年12月まで 12万円 60万円

改正案
平成26年1月～平成26年3月まで 12万円 60万円

平成26年4月～平成29年12月まで 12.5万円 62.5万円

東日本大震災の被災者が住宅を再取得等した場合に一定の控除額を居住年以後10年間の所得税額から控除する制度です。
居住年 各年の控除限度額 最大控除額

改正前 平成25年12月まで 36万円 360万円

改正案
平成26年1月～平成26年3月まで 36万円 360万円

平成26年4月～平成29年12月まで 60万円 600万円
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